
船舶事故等調査報告書 

平成２７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１５３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月１９日 １２時２０分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市一色漁港 

 一色港西防波堤灯台から真方位０７７°３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４７.３３′ 東経１３７°０１.０１′） 

事故等調査の経過 平成２６年１０月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 榊原
さかきばら

丸、５トン未満 

２４０－４１１８７愛知、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 七
なな

ツ星
ぼし

、５トン未満 

   ２４２－１７４６５愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首外板に割損 

Ｂ 左舷船尾パルピットに擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、一色漁港の坂

田船溜
だ

まりへ向け航行していた。 

Ａ船は、坂田船溜まり出入口付近を速力約３～４ノットで南東進

中、船長Ａが、左舷船首方５０ｍ付近に接近して来るＢ船を認め、避

航しようとして右転したところ、右舷方に係留していた船の錨索が気

になり、接触しないように左転した際、船首方至近のＢ船に気付いた

ものの、何もできず、Ａ船の左舷船首とＢ船の左舷船尾とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、一色漁港の坂

田船溜まり内を出入口に向け航行していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、右舷方に入航して来るＡ船を認めて停船し、Ａ

船の入航を待っていたところ、Ａ船が接近して来るので、右舵を取っ

て機関を前進にかけたものの、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 



 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、一色漁港において南東進中、船長Ａが、左舷船首方５０ｍ

付近に接近して来るＢ船を認め、避航しようとして右転したところ、

右舷方に係留していた船の錨索が気になり、錨索を避けようとした

際、左舷方の見張りを適切に行っていなかったことから、停船してい

るＢ船に向けて左転し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、一色漁港において、船長Ｂが、右舷方に入航して来るＡ船

を認めて停船し、Ａ船の入航を待っていたところ、Ａ船が接近して来

るので、右舵を取って機関を前進にかけたものの、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、一色漁港において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が停船中、船

長Ａが、左舷船首方５０ｍ付近に接近して来るＢ船を認め、避航しよ

うとして右転したところ、右舷方に係留していた船の錨索が気にな

り、錨索を避けようとした際、左舷方の見張りを適切に行っていなか

ったため、停船しているＢ船に向けて左転し、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・一方向のみに注意することなく、周囲の見張りを適切に行うこ

と。 

・他船の意図若しくは動作を理解することができないときは、直ち

に避航を促す音響信号等を行うこと。 

 


